
令和元年１２月 ５日 

 

 

 

 

          石川県手話ガイドブックの作成について 

 

１ 目  的  手話の普及など、手話を普及しやすい環境の整備に取り組むための「石

川県手話言語条例」に基づき、広く県民に手話に対する理解を深め、聴覚

に障害のある方々の自立と社会参加促進を図る。 

 

２ 掲載内容 

(1) 石川県手話言語条例について 

(2) 聴覚障害について知ってほしいこと 

(3) 手話（イラスト及び説明） 

① 日常生活 

② 連絡 

③ 案内 

④ 交通 

⑤ 施設 

⑥ 地名・観光名所 

⑦ 数字 

⑧ 指文字 

 

３ 配布先等 

  (1)小・中・高等学校及び特別支援学校 

(2)県民・事業者向け手話講座、手話啓発イベント等で配布 

 

４ 問い合わせ先  

石川県障害保健福祉課 

〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１丁目１番地  

  ＴＥＬ：０７６－２２５－１４２６ ＦＡＸ：０７６－２２５－１４２９ 

（問い合わせ先） 

障害保健福祉課 

課長 新谷 徹 

 外線  076-225-1425 

内線   4080 
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